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午前９時００分開議

○議長（景山 浩君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１番、 田光雄君、２番、加藤学君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・
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日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（景山 浩君） 日程第３、昨日７日に引き続き、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

１１番、細田元教君の質問を許します。

細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） おはようございます。どうかよろしくお願いいたします。

今日は２点です。たった２点です。１つは、アフターコロナ政策ですし、もう一つは地域振興

協議会の２点でございますが、アフターコロナについては、政府が今年の５月８日だったかいな、

新型コロナウイルスを第２類から第５類に分類すると。それで、要は、これは経済活動をするた

めだと思いますが、専門家の意見は半々に分かれておりますけども、政府はそのように決定した

からには、我が町でも打って出るコロナ政策、町の政策が必要だと思い、こういう一般質問させ

ていただきました。打って出ると同時に、本当にこのまま打っていいのかどうか。一番心配して

いるのは医療関係者と、小学校、中学校、また保育園関係、こういうとこの方がそれでいいのか

なという心配をしております。実際に、今、テレビ見ましても、コロナ感染状況を見ましても、

日曜日、月曜日は確かに１００人以下でございますが、火曜日になったらまたぼおんと上がって

ます。コロナウイルスっていうのは人間と一緒に行動するもので、人間が行動をたくさんすれば、

やっぱりコロナも人間が大好きだそうでして、ついて歩くんです。それが高齢者にかかったら、

重症化しやすい。若い人にかかったら、あんまり重症化しないですけど、たくさん発症する。そ

の証拠にコロナで亡くなられる方、９割以上、七、八割以上が７０歳以上の方です。それで、西

伯病院にちょいちょい私も診察に行きますけども、医療関係どこもですけども、ほとんどが６５

歳以上の人がたくさん車椅子とか、また付添いを連れられて診察に来ておられます。これが第２

から、第５類になるようですので、どうぞっていうわけになるのかな、そこを本当に心配しとり

ます。

町のお医者さんにお聞きしましても、今でも熱が出て風邪症状であるというならば、玄関に入

っていただきたくないと、外の駐車場で車の中で待っていただきたいという状況が続いておりま

す。院内に入って感染したら一発でパンデミックになりますし、もし院長に感染したら、その病

院が閉鎖になりますので、そういう処置をこれからも取る予定だということを言っておられまし

た。

西部医師会がどのような対応をされるのか注視したいと思いますが、そのように、コロナと共

存しながら、今後はやっていかないけん時期が来ている。それで、西伯病院の件と教育委員会、
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これも大変な目に遭いました。小学校、中学校、それに関する保育園、幼稚園もですが、今でも

米子の幼稚園は出ておりまして、私の孫は昨日休んでおります。その中で、当教育畑もそう政府

が言ったので、こんなんインフルエンザと同様にしていいのか。ちょっと私は混乱するんじゃな

いかなと思っておりまして、その件を一般質問させていただきました。

あとは、この３年半、今４年目に入りましたが、コロナが流行いたしまして、南部町のいろん

な施策が止まりました。主にどのような施策が止まったんだろうかな、ならば、今度はウィズコ

ロナ、コロナに打ちかつ政策はどのようなことを今年はされるんだろうか、そういうことを町民

の皆様がやっぱりお聞きになるんじゃないかなと思って一般質問させていただきます。どうかよ

ろしくお願いいたします。

もう１点は地域振興協議会でございますが、これは初日の三鴨議員の関連にしますが、振興協

議会が立ち上がりまして１５年たちました。その中には、町長は振興協議会の会長さん等で、毎

月か毎週か知りませんけど、よく会合を持っておられます、円卓会議のようだと思いますが。や

っぱりここにヒントがあると思って、町長はそういうことされとると思います。リンカーンの言

葉をお借りしますならば、地域住民の地域住民のための地域住民の政治、政策、これをやる大き

な鍵がここの地域振興協議会にあると私は思っております。それで、そこで１５年をたった課題、

それについて今後どのようにされるんだろう、お聞きしたいと思います。

町長の施政方針表明の中にもそのことが触れておられましたが、今後この地域振興協議会、１

５年をたちました。要は、１５歳になりました。その頃頑張っておられた会長さん、副会長さん

と、もろもろの役員さん、１５歳年を取りました。要は、高齢化になりつつあります。その中で、

この振興協議会を町長はどのような方向に、また政策で元気づけられるようなことをされるのか

お聞きしたいと思います。

一応、壇上では以上でございますが、あとは、質問をお聞きしまして、再質問させていただき

ます。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） おはようございます。いよいよ３日目を迎えました。最後に、細田議員

の御質問にお答えしてまいりたいと思います。

西伯病院の対応については西伯病院事業管理者から、また、教育委員会の対応については教育

長が後ほど答弁させていただきます。私からは、新型コロナによる行政施策への弊害はどのよう

なものがあるのかという御質問と、令和５年度中に特に実施する事業は何かという御質問につい

てお答えしてまいります。
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まず、弊害の件ですが、御承知のとおり、およそ全ての行政施策や地域活動などで新型コロナ

での影響は多かれ少なかれございます。これまでの対面型の行政から非対面型の行政への転換で、

在宅勤務やリモートワークなどにより職員間や住民とのコミュニケーションの大切さが再認識さ

れたところです。また、地域振興協議会や集落などの多くの総会は書面決議となり、イベントな

どは中止を余儀なくされました。コロナ禍により人流が制限されたことに加え、ロシアによるウ

クライナ侵攻を端とする燃油等の高騰などもあり、地域経済、観光面などで大きなダメージを受

けています。地域の祭りや行事ができなかったことによって、これまで培ってきた伝統や文化の

継承が難しくなっていますし、学校教育や社会教育の中での学習と教育にも大きな変化がありま

した。また、人間ドックや健康診断の受検も制限されています。反対に、コロナ禍を逆手に取っ

て行ったことは、感染症対策はさることながら、これまで懸案でありました光ファイバー網を設

置できたことや、緑水園のコテージを改修し、時代にマッチしたものとしたこと。学校現場では、

１人１台のタブレットを導入し、ハイブリッド型の教育環境を整えました。新型コロナウイルス

感染症という国難を、町民一丸となって乗り越えられたことは、その先にあるアフターコロナで

の持続可能なまちづくりの基盤整備に大きな布石になったと考えています。

次に、令和５年度中に特に実施する事業は何かという御質問にお答えいたします。施政方針で

も述べましたが、まずはコロナ禍で弱ったコミュニティー、地域経済を再生したいと考えます。

コミュニティーの再生は福祉計画を着実に実行するとともに、希薄になった地域のつながりを百

歳体操をはじめ、いきいきサロンの活動など、このような地域活動を取り戻すことが大事だろう

と考えています。また、デジタルを通じて、町民と役場がつながるテノヒラ役場を実施し、新た

なつながりを創造したいと考えています。

経済の再生はローカル電子マネーを導入し、地域循環型経済、住民活動が地域貢献、地域経済

に資する仕組みを構築し、地域全体の活性化を図ってまいりたいと考えています。コロナ禍によ

り、リモートワークやワーケーションが注目され、地方への関心が高まっていますので、緑水湖

周辺エリアを拠点にサテライトオフィス、ワーケーション、企業研修などの誘致を図るとともに、

フルーツロード構想により果樹産地の再生と、果樹の町としてのブランディングを図り、新たな

誘客をプロモーションしてまいりたいと考えております。

次に、地域振興協議会の今後の対応についての御質問をいただきました。初めに、現在の課題

と今後の対応を問うの御質問についてお答えします。現在喫緊の課題としましては、役員や委員

の成り手がない状況でございます。会長、副会長をはじめ、事務局員、各専門部の役員において

共通の課題となっております。また、地域づくりは取組が進む中で、人づくりの側面がございま
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す。それぞれの立場、様々な視点の方々が一緒になって、地域の課題に対して創意工夫を重ねて

いくという地域づくりの進め方は、人材育成の過程そのものでもあります。したがって、できる

だけ多くの方に関わっていただくことが大変重要でありますので、各協議会は役員不足の解消や

各事業の参加増加に向け、鋭意努力をされているところでございます。既に長期的視点から見る

と、現在の体制を維持することは困難であると判断されている協議会もあり、専門部の数を減ら

して集落からの役員選出の負担を軽減する動きもあると聞いております。

今後の対応としましては、町としても引き続き人材確保のために一体となって協力していくと

ともに、長く勤務していただけるような職場の環境づくりに関して、７つの協議会と十分に協議

を重ねてまいりたいと考えています。

最後に、今後の地域自治の姿をどのようにされるのかとの御質問にお答えしてまいります。ま

ずは、地域、集落に出かけ、町長が直接皆様の声を聞くことから始めたいと考えております。新

年度早々に地域に出向かせていただきたいと考えており、現在準備を進めるよう担当課に指示し

てるところでございます。その中で、集落として、地域として、どのようなまちづくりが必要な

のかについて、原点に立ち戻って考え直したいという思いを強くしてるところでございます。地

域の皆さんと意見を交わすことで、さらなる地域自治の姿やヒントが必ず出てくると確信してお

ります。重ねて申し上げますが、思いを共有し、心豊かに暮らし続けるなんぶ暮らしの創造に邁

進いたしますので、地域や集落に出かけた際には多くの方に参加を賜りますよう、どうかよろし

くお願いいたします。

以上、答弁といたします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） おはようございます。私からは、アフターコロナ施策につい

ての西伯病院の対応についてお答えをさせていただきます。

冒頭議員の御発言にもございましたように、国は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置づけについて、特段の事情が生じない限り、５月８日から、現在の２類相当の新型インフルエ

ンザ等感染症から、５類感染症に移行するという方針を決定いたしました。感染症法上の位置づ

けの変更に伴い、今後政策や措置の見直しを行うこととされていますが、特に患者への対応、医

療提供体制については、３月の上旬を目途に具体的な方針を示すこととされております。現在、

県においては国の具体的な方針の提示を待つことなく、県医師会と協議を進め、県内医療機関に

対し、患者の受入れや入院調整に係る意向調査を実施し、調査結果を踏まえた対策を進めること

とされているところでございます。
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こうした動きも踏まえまして、西伯病院といたしましても、地域の皆さんの安全、安心を守る

ために、引き続き外来診療、入院治療に対応できるように取り組んでまいります。なお、位置づ

けの変更により、新型コロナウイルス感染症の特徴が変わるわけではないことから、今後も感染

拡大が生じ得ることを想定して、重症化リスクの高い方を守ることを念頭に、必要な感染対策は

講じていくべきだと考えているところでございます。

現在行っております院内でのマスクの着用、マスクの着用については、重症化リスクの高い人

が利用する医療機関については、受診時のマスクの着用あるいは医療従事者のマスクの着用が推

奨されていることもありますので、引き続き行いたいと思いますし、コロナに関する問診、発熱

者等のブースへの誘導でありますとか、入院時のＰＣＲ検査の実施など、感染対策については引

き続き継続して行い、病院内での感染の広がりを防ぐ取組を徹底してまいりたいと考えていると

ころでございます。

これまでの新型コロナウイルス感染症の拡大の中、いわゆる三密を避ける行動が皆さんの中で

日常化するなど、人々の生活様式が変化してまいりました。病院の受療行動、受診の状況につき

ましても、外来受診を控える、あるいは待合室の混雑や長い待ち時間を避けるといった変化も見

られるようになったと言われているところでございます。これからは、こうした生活様式と受療

行動の変化に対応した病院運営が必要であることから、特に感染対策に徹底していることをお知

らせする観点で、感染症対策実施医療機関として日本医師会に登録をし、患者の皆さんに安心し

て来院できる病院であることの周知も図っているところでございます。

また、今後の取組につきましては、これまで受診件数を制限していた人間ドックや健康診査、

健診などについても、感染対策を実施した上で受入れ件数を増加させる取組も実施していくこと

としております。さらには、これまで実施してこれなかった健康講座あるいは出前講座といった

住民の皆さんへの情報提供や住民の皆さんと意見を交わす機会をつくっていきたいと考えている

ところでございます。今、一例を申し上げさせていただきましたが、いずれにいたしましても、

基本的な感染対策は取りつつ、医療、福祉の拠点として、地域の住民の暮らしを支えていく病院

としての取組を推進してまいりたいと考えているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（景山 浩君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） おはようございます。それでは、アフターコロナ施策について、教育

委員会の対応についてお答えしてまいります。

これまで学校教育では、新型コロナウイルス感染症対策について、学校においては鳥取型新し
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い学校生活様式として、マスク、手洗い、常時換気、密の回避をするため座席間隔、消毒等、引

き続き緊張感を維持して行ってきております。また、児童、生徒や教職員は、毎日検温などの体

調確認の徹底や体調不良時には速やかな医療受診や自宅待機、必要に応じてコンタクトセンター

への相談やＰＣＲ検査受検など、保護者の皆様の御理解、御協力により適切に対応していただい

ております。

５類移行後の教育活動の大前提は、鳥取型新しい学校生活様式や鳥取県市町村立学校用新型コ

ロナウイルス感染症予防ガイドラインの改訂であると考えます。現時点でどのようなものになる

のかは分かっておりませんが、教室という同一空間で長時間活動する学校という場所は、急激な

緩和ではなく、安全への最大限の配慮は継続するものと考えております。その上で、子供たちの

成長や学びに欠くことのできない教育活動、とりわけ体験活動、児童、生徒同士や地域の方々と

の関わりなどは改訂されるであろうガイドライン等を遵守しつつ、必要な年齢に必要な体験や学

習を積み上げていくことが重要と考えます。

一方で、このコロナ禍の３年間は改めて様々な活動は、誰のために、何のためにするのかとい

う本質を見定める期間でもありました。これは学校教育だけでなく、社会教育の場面でも同様で

あり、令和５年度はただ元どおりとするのではなく、改めて学ぶ側の視点に立った教育活動を再

構築する年とすべきと考えております。

議員の皆様をはじめ、町民の皆様におかれましては、子供たちの学びや成長の保障、安心、安

全な学習環境の保障、高校生サークルや新青年団をはじめとする、若者の活躍、自らが求める学

びや出会いの創出など、生涯学習のまちづくりのために引き続きの御支援をお願いし、答弁とい

たします。

○議長（景山 浩君） 細田元教君の再質問を許します。

細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 種々の答弁ありがとうございます。

まず、ウィズコロナについてお聞きします。町長は初日の三鴨議員の質問のときにもこう言っ

ておられました、やっぱりコミュニティーがこのコロナのために地域振興のやつが寸断されたと、

いろいろと。そこは地域振興協議会の前に、ウィズコロナを打って出る政策の中で、今まで国が

このコロナのために経済が疲弊するということで商品券配ったり、食事の提供、また商工会に対

していろんなことを政策されて、住民の生活が、また、それに伴う人やちが生活できるような政

策をされました。これが今度２類から５類になって、そんなのが今ほとんどなくなりましたね。

一つの例が、議会でも話題になりました水道料金の減免の話がなくなりました。それと、あとは、
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国の政策で、電気代とかガス代とかが補助がありましたが、これがどうなるかということもあり

ますが、このように生活に密着した、そういう住民の生活に大変なところにコロナ交付金、コロ

ナの交付金が充てられて守ってこられましたが、ならば、これがなくなった場合、これに打って

変わるような政策は、今、町長は言われました中に、フルーツロード構想とか、サテライトとか

デジタル等ローカル電子マネーで地域の活動を取り戻すと言われましたが、それと同時に、今ま

で頑張っていろんな住民生活守ってきた政策を切って、これらに集中するというように解釈して

いいでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。施政方針でも３点の重点施策を申し上げました。コ

ロナで弱ったコミュニティーの再生、それから、近年進めています南部ＤＸの推進、そして、未

来への投資、いわゆる子供たちであったり、それから移住・定住であったり、将来に対するこの

南部町の姿に対する投資をきちんとすることが大事だというふうに申し上げました。その中でも

一番最初に言いました、コロナで弱ったコミュニティーの問題は重要だと考えています。壇上で

も申し上げましたけれども、この３年間、足かけ４年にわたって、地域の中でいろいろな活動が

制限されています。皆さんがそろって、かつてのように、正月であれば、新年を一緒に祝うだと

か、それから、折々の会合や神社仏閣の集まりで、皆さんが一緒に会食するだとかお酒を飲むだ

とか、まずほとんど全て中止されていると、このように思っています。まず、その新たな課題が

必ず現場の中で生まれておると思いますので、私は職員とともに、または振興協議会、それから、

重要な役割を持つであろう社会福祉協議会にもお声をかけて、一緒にその状況をお聞きしたり見

たり、そして感じ取って、その中で新たな施策というものを振興協議会等と練っていくという作

業に急いで入らなければならないと思っています。ゆっくり変化していくものというのはなかな

か気づかないものですけども、時間とともにきっと大きな影響があるというふうに考えています

ので、早急な対応を取っていきたいと思います。決してお金であったり、の策を今考えてるもの

ではありませんけれども、まずはしなければならないのは皆さんと膝を交えて、顔を合わせて話

せるようになったということを有効に使わなければいけないと思っています。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 分かりました。まず最初には、コミュニティーから入ると。確か

に各地域振興協議会で社協を中心としたいきいきサロンがやっとこさ復活し出しました。我が東

西町でも早速西伯病院の院長をお呼びいたしまして、地域健康講座等を頑張ってやってるようで

すが、そこに今度は町長が入って、そういう住民の感覚を取り入れて政策に反映するのが、まず
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の、第一の取りかかりだというように解釈していいでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。お答えいたします。

つい先日も、今お話しされた西伯病院の院長とこの話題が、院長のほうから取り上げられまし

た。大変呼んでもらってうれしいと、ありがたいと言っておられました。ぜひ私と一緒に出まし

ょうという話もしました。仮に３人であっても５人であっても、地域の皆さんのところに行って、

病院が何をしてるのかだとか、それから行政がどう考えてるのか、地域の中でどんなことが起こ

ってるのか、そういうところの話を短時間でもいいから話を聞かせてもらいたい、これは私も院

長も同じ気持ちだなと改めて感じたところです。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 当事者といたしましては、最初はすごく敷居が高いという感じで、

院長先生を呼んで大丈夫かと、お年寄りの方が言われました。何でって言ったら、院長先生です

よ、来られた車がベンツなのよ、おっとっと、あの車誰って言うと、院長先生のだと、ここに止

まらせてええだ、あっこへ止めてもらわないけんだないかってから始まったんですよ。そういう

感じでして、だけど、参加された方は非常に喜んでおられました。これが町長も一緒に出かけれ

ば、これは健康福祉課のほうから社協のほうにどんどんどんどんお呼びしたらええということを、

みんな遠慮しとられましたわ。何で、院長先生、何ぼ費用出さないけんかってまで言われた。あ

るところで院長先生呼んだら何ぼか包んだって言うんだわ。ええ、うそだろうって言ったんだけ

ど、そういう謝礼みたいなのを包んだって言うだけん。いきいきサロンにそういうお金ありませ

んよって話から。大丈夫だけん、呼んでみって僕言ったんですけど、呼んだらそう言った。案外

町長も呼んだら、謝礼を出さないけんって言っちょうなあかもしれません。それは一切ないとい

うことを言っときますし、担当のほうに、これから町長も来るって言っとりましたよって言った

ら、畏れ多いと、もう決まってますと。いまだに西町の郷に来て、今の町長さん誰ですか、お聞

きしましたら、びっくりしました。坂本町長って言われる。ということは、それだけ陶山町長が

お年寄り、現場に来てないんだなってつくづく感じました。そういうこともある。

それで、そのように今度から出られるということをお聞きしましたので、ぜひともしていただ

きたいし、このコロナのためにいいことがあったって言われました。どこに書いたかいな。感染

症対策で光ファイバー等ができて、デスクワーク等ができるように、緑水園の、あれ、何っちゅ

ったかな、コテージを改修して、よそから人来させて、そこで仕事をできる政策。（「ワーケー

ション」と呼ぶ者あり）ワーケーションか、ああいうことをやるように、それを利用した政策は
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着々としておりましたし、今度はそれを活用せないけんと思ってます。そういう活用方法は、今

考えておられますか。今回の当初予算にちょっとあったかな、あれば教えてください。

○議長（景山 浩君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。詳しくは委員会で御説明させていただきま

すけども、新年度でも里山テレワーク促進事業として２００万円の予算を今回計上させていただ

いております。これは箱だけを、環境だけをきちんと今回整備させていただいて、要は、活用し

ていただかなければなりませんので、そういった企業様へのモニターであったり、それから、１

人で営業されるような方々、そういった方々に、さらにこういった施設ができたというようなと

ころのＰＲ、それから、緑水園さんを中心とした中で、コテージや研修会というものを使ってく

ださいというところのＰＲで見込んである予算でございます。

あと、あわせて、今年度で既にモニターツアーというのを実施しておりまして、都市部の企業

を必ず１社はつかまえていかないといけないというものですので、先月、２月にも町長自ら、都

市部の、テレワーク来ていただいた企業のところに営業も行っていただきながら、そういった取

組を進めていくというところでございます。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） なら、これからちょっと具体的な話行きます。今後の打って出る

コロナ政策で、町長はコミュニティー、地域経済の活性、地域活動を取り戻すって言われました。

地域活動を取り戻す中には、デジタルとローカル電子マネー、これは今回の当初予算にありまし

たので委員会等でまた詳しくお聞きしますが、サテライト、フルーツロード、誘客、要は、町長、

これは観光に軸足を置いておられますでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。観光に完全軸足を置くほどの観光地では、私どもの

ところは残念ながらないと思っています。それよりも、先ほど企画課長が言いましたように、都

市部の企業は非常に地方に興味を持っています。いわゆる、これからの脱炭素の問題であったり、

それから、地域の高齢化が進んで非常に疲弊している、その社会の問題であったり、または農業

に担い手がいなくて困ってるような問題、こういうところに企業として何らかの社会貢献をする

べきではないかという風潮があるということを肌で感じています。そういう企業と一緒になって

やることと同時に、南部町と企業自体が関係人口の一つとして、例えば社員の研修であったり、

病院であったら社員の皆さんの健康保持のための何かの役に立つような方法、さらには、一人一

人の社員の、または家族もおられますんで、その延長線上にワーケーションであったり、そのよ
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うな複合的な、これまで関係が持てなかったところとのつながりが持てるようなきっかけづくり

の一つとして、今ワーケーションであったり、サテライトオフィスを使っていったらどうかと、

このように考えているところです。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） それをきっかけにして、たしか当初予算にもありましたニコン、

何だいという会社と連携結構、８００万ぐらい、たしか予算ついておりましたが、それでもされ

て、南さいはくに、そこに入ってああいうことをされたみたいですが、それもいいですけども、

１回南部町に荻野目洋子さんが来られて、あそこのコテージに泊まられたそうでして、それと、

法勝寺温泉に入られたそうですが、すごく感激しとられました。なぜ南部町にここまであって、

発信せんだって言われました。ここから法勝寺のほう緑水園しかないと思っとったら、あそこの

コテージがあって、下りたらあの周りにオートキャンプ場があり、普通のキャンプ場があって、

穂のかの喫茶店ありますが、ああいう環境は都会の人はすごく憧れるそうです。これを活用しな

い手はないだないですかって言われた。

もう一つは、今回町長がいみじくもフルーツロード構想を具体的に、まずハードのほうから直

されるように言われてましたが、南部町の柿と梨、特に新甘泉ですか、東京の市場で自由が丘に

小さな店があるんですけど、柿が、こんなんが１個５００円から８００円で売っとる。梨も、新

甘泉が、こんなのが８００円で売っとる。それで安いのは買わんだって。会見町産の柿っていっ

たら、それだけ有名だと。ただ、フルーツロード構想で、そこ造っただけじゃ、何もなんない。

そこにお客さんが来て、今度はウオーキングロードですか、とか整備されておられますが、サイ

クリングロード、そういうところで南部町の、そういうの、特産をそこ行って買って、お金を落

とすような政策、もう一つ突っ込んでいただきたいと思いますが、その先はそういうことが見え

ておりますでしょうか。

○議長（景山 浩君） 副町長、土江一史君。

○副町長（土江 一史君） 副町長でございます。ひとつフルーツロード構想のことで話をさせて

いただきますけども、フルーツロード構想は、一つは果樹の生産地の再生ということで、南部町

の特徴である果樹の産業を今後も継続できていくようなハードの整備、それから農業施策として

の担い手の整備をやっていくと、それと併せまして、今打って出るということで、果樹の町とい

うことのブランド化をして、それを発信していこうということを、これを併せてやっていこうと

いう考えがございます。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。
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○議員（11番 細田 元教君） 各先進地行っても、例えば湯梨浜とか、鳥取県東郷で梨が有名で

すが、あれは売って何ぼなのよ、売れてお金が落ちて何ぼ、うちげはフルーツロード構想して、

人に来てまって買ってまって、また作ったものが東京等ですごい価値だって。一番喜んでおられ

たのは、会見町の西条柿のつるし柿、僕らは何ともなかったんですけど、あっちの方にとっちゃ

物すごい貴重、こちらで買う値段より倍で売ってるんです。すぐ完売だって。そのように、やっ

ぱり南部町の、特に会見の方やちのこういうのが売れて何ぼで、地域おこし協力隊等がここに絡

んでおりますように、あれは２年か３年でしょう、終わったときにその人やちがそこで、それで

生活ができるような体制をしなくちゃ、ただ、しちょうだけじゃ何もつまらないの。まだまだ資

源があると思いますよ。シイタケやっとられる方がおられます。蜂蜜もしとられる方もおります。

エゴマだったかな、いろいろあるんです。案外、南部町のは価値があるんだって。それを生かす

方法をこういうときにして、生産者がそこにお金が落ちる政策をぜひとも続けていただきたい、

これを契機にですよ。せっかくここまでして、地域おこし協力隊まで募集して、そこで携わる、

ならば、そこでやって、絶対これは自分とこで生活ができるなっていうとこまでやっていただき

たいと思いますが、そういう方向性とか決意とかは、町長、お持ちでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ブランディングということも含めながら、可能性は

あると私も思っています。例えば地域おこしの方が富有柿、甘柿ですよね、富有柿の、使い物に

ならない小さな富有柿をもらって干し柿にされたというのが、この前広報に出ておりました。私

もその話を聞いて、これは田舎の人の発想ではないと。渋柿を加工するために干し柿をするのに、

甘柿をそのまま干し柿にして、あんぽ柿状にして、これはおいしいんじゃないかというような発

想は私もすごいなと改めて思いました。いわゆる、加工を加えて、手間暇をかけたものを通常の

流通経路に乗せて高く販売するということが、やはり少し足りない点だろうなと思っています。

今、おっしゃったように、南部町の柿の中でもつるし柿の評判は抜群に高いということもよく聞

いております。いかにして売っていくのかということも大事ですんで、その点のそのブランディ

ングについては、行政が側面から応援していく、重要だろうと思っています。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） これも東京から来られた方でして、すごく南部町は何もないけど、

ほっとすると。自然もあるんですけども、その中歩いてみたら、緑水湖周辺はそういう施設とか

ほっとする環境があると。会見のほうへ行ったら、そういう果物とかがあると。何でこれ、もっ

と売り出さんだって言われた。そういうブランディングをできることをぜひともして、もうちょ
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っと私やちが、要は、自分の顔の、目のまつげが見えないと一緒で、いいのが分からない。外か

ら来て初めて分かるんだって。それを生かす政策をぜひともしていただきたい。

もうしゃべっとったら時間なんなるので、地域振興協議会についてお聞きします。町長は、こ

れから社協とともにこのコミュニティーを直して、振興協議会等で頑張るって言われましたが、

振興協議会１５年がたちまして、高齢化がすごく目立ち出しました。その中で、地域力と住民力

をアップさせるためには、もう物はない。振興協議会にはすごい力があるんですけど、すごい政

策ですけど、そこに地域力と住民力を持たせたら、もっともっと南部町の底力ができると思いま

すけども、町長の考えはいかがでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。お答えいたします。

そこが課題だと思います。一番ベースに、これを始めた１５年前に団塊の世代が大量退職する

時代に合わせて、地域の中でその人たちが力を発揮できるような仕組みの一つとして振興協議会

を考えたというところの側面もあったと思います。その方々が後期高齢の世代に入ってきました。

しかし、一方で、団塊ジュニアの世代が５０代に差しかかり、地域の中の屋台骨になろうとして

ます。この辺りのところをどう取り込んでいくのかということや、それから、まだまだ自分たち

もやれることがあるぞという団塊の世代をどう一緒に結びつけながら、地域の中で活躍していた

だけるのか。したがって、組織の構成も、今もまだ当初、１５年前の構成のまま進んでる点が多

いと思います。中には、先ほども壇上で申しましたように、新たな構成に組み替えながら、もう

少し機動的に動ける方法はないのかという模索を始めた振興協議会もあります。そういうところ

の成功事例とも合わせながら、地域の皆さんがしっかりと話し合える場として、振興協議会を生

かしていきたいと思ってます。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 三鴨議員も言っておられましたように、行事が多過ぎるとか、い

ろいろあるんですよ。そういう役員さんが何回も、何年もくるくる替わって、またかまたかって

いう感じになってまして、それに疲弊して、特に若者が自治会に入らないと。また、高齢者もと

ても付き合いできませんので、自治会を脱退しますというのも増えてまいりました。これが振興

協議会の大きな課題にもなっておりますが、これも特集は、朝日新聞にこの自治会の特集を組ん

でおりました。そこで、デジタル等で、東西町がスマホで行政のいろんな書類をペーパーレスで

見るように若干しましたが、あれが進み出したんだって、そういうところに。これは町長、目の

つけどころがええなと思ったんだけど、スマホ教室をもっともっと発展させて、今テノヒラ役場
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だって言われましたが、やっぱり文書配ったりするのがおっくうになってきたんだと、集金した

りばったりして、やり手がなんなってきた。そこにデジタルが入ってきて、それをし出したんだ

って。そういう自治会もある。東西町がやって、３割がやってますが、これをもっとされればえ

えと思いますが、せっかくデジタル課を我が町につくられましたので、それをもう一歩前進の活

躍っていうのは、町長が答えられんかったら、デジタル課の課長が何かうずうずしとられますが、

どうぞ、皆さんに答えてもらえばええと思いますが。

○議長（景山 浩君） デジタル推進課長、美甘哲也君。

○デジタル推進課長（美甘 哲也君） デジタル推進課長です。発言の機会を与えていただいてあ

りがとうございます。

東西町さんで始めました広報紙のペーパーレス化ですけれども、御指摘のとおり３割の方がペ

ーパーレスを選択していただいたということです。いろいろなスマホの課題もありまして、スマ

ホの画面だとちょっと見づらいとかというお話も聞く一方で、負担が減ったというお話も聞いて

おります。今、町内のほかの振興協議会さんのほうにも御説明に回っておりまして、協力しなが

らどんどん進めていきたいなというふうに考えております。以上です。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） その朝日新聞の中の特集で、それこそ自治会を入らない、脱退し

たという人も何か地域の人だよ、中におられるの。地域を守る中でどうしたらええか、そんなん、

入らない人はほっちょくっていうわけにはならん。やっぱり後ろめたいところあるので、何であ

の人やめたとかだなしに、これから地域振興協議会で地域を守るためには、絶対入らないけんじ

ゃなしに、入っても入らなくてもその人を守るような何かが必要だし、魅力が必要だって。それ

を今度は、町長は振興協議会にどんどん入るって言われましたんで、それを感じてほしいんです

が、町長、そういうところに視点を持っていただきたいと思います。その中で、一番みんなが共

通したのは、防災だと。防災、減災のときは、やっぱり関係ないですよ、自治会に入ろうが入ら

まいか。そういうところはみんなががちっと組んだ。そういうことを目線にした、ちょっとこと

を考えたことで、ちょっと動いていただきたいと思いますが、町長の考えはいかがでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。私もそう思います。これはたしかテレビでは大分前に見たこ

となんですけれども、元空き巣をやってた方が、どういう地域に空き巣として入るのかというの

をテレビ番組でやってました。その中で、まず一番最初にごみステーション、ごみ置場が散らか

っているところは自治の力が弱いから、通り過ぎたところであまり皆さんがよそもんが来たと意

－１５－



識しないということを言っておられました。そのぐらい、やはり防災っていうんですか、犯罪を

防止、抑制するためにも自治というのは極めて大事だと思います。それを高齢化になったことは、

もうこれはどうしようもないことですけれども、その中でもやはり防災はしなければならないで

しょうし、それから、福祉活動として地域の皆さんが集まって、元気出さいやという集いの場と

いうものも必要だと思います。こういうところを皆さんともう１回本当はやれえじゃないかやと。

できん、できんじゃなしに、やりましょうよという声と、やるためにはどんなことが本当に必要

なのか、私たちが視点として落ちているという点があれば、これは明らかにしながら反省し、ま

た補強しなければいけない事項だと思います。まずは出かけていきたいと思ってます。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） そういう自治会脱退された方でも、振興協議会嫌でも、防災、災

害のときはみんなと一緒にやっぱりされます。そうすると、そういう人も今ごみのこと言われま

したけど、ごみステーションの当番等には出られるそうですよ。やっぱりごみは出さないけんの

で、自治会入らないけど、ごみ当番しますとか。要は、自治会に入ったら自治会活動とかおっく

うになってきたから、そういうことになったみたいですけど、それらのことを考えて、だから、

７つの振興区ありますけど、７つの振興区とも全部文化も違うし何も違いますので、それらを考

えて統一するのはやっぱり防災、災害対応。そこで一番大事なのはやっぱり、いつもこれも東西

町からやりましたけど、防災マップ、福祉マップ、これができてるとことできてないとこはやっ

ぱり差がありますわ。これらも考えた活動を行政と社協とが地域に出るって言われましたが、振

興区に。それらも考えたことをやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（景山 浩君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。議員がおっしゃいますとおり、やはり地域を支

えるための支え愛マップという事業を現在社協とともに取り組んでおります。この取組が、現在

南部町内の集落の中の大体４７集落が取り組んでおります。ですので、進捗率としては約半分程

度でございますので、今後この支え愛マップの事業をやはりどんどん進めていく必要性というの

を非常に強く感じておりますので、引き続き各集落を周りながらマップの推進、推奨、そして、

皆さんとともに取り組める、そういった状況をつくっていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） これは金太郎飴のように、全部どこがもう一緒っていうわけには

ならんだがん。特に、法勝寺から奥の、会見の奥のほうですけど、そんなことをしなくても全部
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知ってますと、コミュニティーができてますと。要は、自分とこの夕食を、ちょっと余分ができ

たけん、隣に持っていって食べてとか、しょうゆ貸してとか、要は文化がまだ残っているところ

があるのは、そういうの一切要らないです、全部知ってますっていう、みんなが。いざというと

きには、そこに駆けつけてるもん、そういう部落もあります。なら、それはそれで何かほかのや

り方があろうと思いますが、それは行政として考えてもらいたいし、こちらの、特に東西町やち

はもう分からん人ばっかり来たら、それで功を奏しましたけど、そのようにして、もう時間ない

ので、それはよろしく願いますというので、今度はこっち行きます。

西伯病院について、感染症対策、コロナですけど、２類が５類になっても、感染対策は私は一

緒だと思うんですけど、これは間違いないですね。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。感染対策については、類型が変わるだ

けで、感染のウイルスが変わるわけではございませんので、同様でございます。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） だから、マスコミに踊らされて、マスクなしでも何でも、どこで

も行ってもええってわけじゃないだがんね。やっぱり発熱外来というのはまだあろうと思います

し、院内でも医療完治のときには感染症対策っていうのをきちっと見ますので、それはきちっと

されとると思いますし、今までどおりですと。むしろもっと厳しくなりますよというぐらいなア

ピールして、コロナと共存しながらでも医療をやると。人間ドックも増やすと言われました、検

査も増やすと、それをしながらでも増やして皆さんの健康を守りますというのが、私はそうじゃ

ないかなと思いますが、アピールしていただきたいと思います。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。答弁でも申し上げましたように、コロ

ナについては、先ほども申しましたように、位置づけが変更になるだけであって、感染症の特徴

は変わるわけではないので、しっかりと感染対策を取り組んでまいります。あわせて、これまで

コロナの関係で制限をしていた部分については、しっかり感染対策をするということで、人間ド

ックや健診などを増やしていくということも申し上げましたが、環境面で、例えば人間ドックを

する、内視鏡をするというようなときの換気設備を強化して、空気の循環をきちんと確保するこ

とによって時間的に、患者さんというか、検査を受けれる方を増やしていくということもできよ

うかと思いますので、そういうような感染対策もしっかり取り組みながら、病院として地域の皆

さんの健康を支えていきたいというふうに思っております。以上です。
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○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 結局、今まで以上に、今度はお医者さんと看護師さん、職員が大

変だと思います。それで、コロナ交付金がなくなっちゃうしね、いろいろ面で。それを活用しな

がら、また頑張らないけんし、本当に大変だと思いますけど、頑張っていただきたいと思います。

教育の関係ですが、教育の現場も今の病院と一緒で、たとえ２類が５類になっても、私はやる

ことは一緒だと思いますし、実際今もかかってる人が多いんだがんね、若い人に。それは今以上

だし、今以上のことをやりながら、今までの学校生活を充実させるという考えで私は思いますけ

ども、教育長はいかがでしょうか。

○議長（景山 浩君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。先ほど病院事業管理者の答弁にもありましたが、

本当に位置づけの変更はあったんだけども、新型コロナウイルス感染症の特徴は変わっていない

ということがございました。皆さん御存じのように、教室というのは７メーター掛ける９メータ

ーで高さ３メーターが大体基準で、日本中多くのところで造られています。空間にすると、天井

高３メーターですから、この議場の６分の１ぐらいに３５人ぐらいの子供たちが一日生活をする

というところでございます。そこで給食も食べるわけでございますので、様々。子供たちはやっ

ぱり今度はどうしても組んずほぐれつで一緒に遊びたい盛りですから、そういう環境ですので、

社会全体が緩和をされてもやっぱり教育環境というのは、基本的に新型コロナが入ったときに、

人類は感染症との闘いだっていうようなことがあったり、全国一斉の臨時休業みたいな、あり得

ないようなことまでやらざるを得なかったということを考えると、ここで急激に方向転換をする

ということはやっぱりなっていかない。でも、一方で、学校現場で気をつけないといけないと思

ってるのは人権意識ではないかな。どうしても、マスクをするとかしないって目に見えることで

もあるし、外すとか外さないとかいうことが非常に、個人の判断とは言われながら難しくなって

きて、一方で、家庭の中に基礎疾患がある方がおられたりすると、やっぱり怖いとなると、マス

クは外せないっていう子供もあるだろうし、逆に呼吸が苦しくてマスクを外したいという子供も

いるだろうし、その辺りが一緒に、さっきあった限られた空間で一日過ごすということを考える

と、その辺りの人権教育も進めながら、一方で、安心、安全というのを担保しながらということ

になりますので、さっき医療関係、国に先んじて県が方向をということがありましたので、県の

教育委員会が出すガイドライン等も考えながら、やっぱりコロナの３年間で一番あったのは学校

をクラスターにしてはいけない、学校から家庭にコロナが広がるようなことをしてはいけないと

いうことを念頭に置きながら、あまり先走ってどんどんするよりは、少し様子を見ながらという
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ことが学校現場の状況ではないかというふうに思うところでございます。

○議長（景山 浩君） 細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） この間新聞で、テレビだったかな、マスコミで、南部町はマスク

は本人の自主判断に任せると言われました。他町は、役場職員はマスクさせて、来る人は自由だ

と。中で、自由というのが怖いだがんね、本人の自由だっていったって、子供さんですよ。教員

は、役場の職員はどうも自由、本人の勝手にしてということだけど、学校の中の先生方はどうさ

れますか。

○議長（景山 浩君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） もともとマスクを強制するものでは決してございません。あくまで推

奨しているというところであることを、まず御理解いただきたい。その上で、やはり先ほど申し

上げたように、学校という場所を感染拡大の場にはしてはいけないということが原理原則ですの

で、マスクについて急激に外すというようなことにはなっていかないと思いますが、場面によっ

ては、例えば今でも体育のときは外したりをしています。合唱も今制限がかかったりしています

が、じゃあ、マスクをして合唱するのか外して合唱するのか、そのときには先ほど言った教室の

空間、窓を開ける開けないとか、様々な、コロナ交付金等を使ってどの教室にも網戸がつきまし

たので、比較的換気はよくなってきましたので、そういうことを勘案しながら、今の状況だった

ら外せるよとか、マスクしたいという子供についてはするとかいうことをその場で判断をしてい

くということがあると思います。一日中どうこうということでは、なかなかない状況もあるとい

うふうに思っているところでございます。

○議長（景山 浩君） 細田議員、１分を切りました。

細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 教育長、自由だいったって、学校の先生がしなかったら、生徒は

せんじゃない、せんと思う。学校の先生がしとったら、私やちもせないけんなって思う。それが

やっぱり教師と生徒の間だと思うけど、その辺の臨機応変というのをきちっとしてもらわんとク

ラスターは出したくない。そういうことで、それを徹底していただきたい。基本的にはすると、

だけど、授業によってはしなくてもいいと。今日は先生がしちょらんけん、今日はいいんだな。

今日は先生がしちょうけん、わしらもせないけんなって、これはやっぱり大事な話だないかなと

思います。その辺のことを徹底をお願いいたします。

あと、町長、本当にマスコミ報道のとおり、南部町だけが、役場職員も何も職員も自由だって

いうことで報道されましたが、間違いないですか。
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○議長（景山 浩君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。ＮＨＫの報道に関しまして、まず、事前に私の

ほうに聞き取りがございました。そのときの私の説明は、国や県の動向を、まずしっかりとした

方向性を確認をしないままに、３月の１３日以降、個人の判断でというところを踏まえて、やは

り住民の方には個人の判断、庁舎内の職員については、それぞれ予防対策をしっかりしますので、

その中で個人の判断でということでは話をしましたが、その個人の判断という中には、窓口業務

に対応する職員等を含めて、やはりそこでは各課の課長の判断とか、あるいは自分の意思も含め

て、マスクの装着というのはやはり大事だという、今までの意識も持っているだろうということ

で、私個人の判断でということを申し上げてしまいました。そういったことで、ＮＨＫで報道を

され、その後、読売新聞等からもまた問合せがあったんですが、ここはやはり今の段階では検討

していますということで回答をしています。最終的には、県の方向性も含めまして、今週中に方

向性が出ると思われますので、その対応を待って、最終的な職員の対応というのを回答させてい

ただこうと思っています。以上です。

○議員（11番 細田 元教君） 以上で終わりますが、マスコミはそういう報道をされますので、

気をつけていただきたい。以上です。

○議長（景山 浩君） 以上で１１番、細田元教君の質問を終わります。

これをもちまして、通告のありました一般質問は終わりました。

これにて、町政に対する一般質問を終結いたします。

・ ・

日程第４ 請願、陳情委員会付託

○議長（景山 浩君） 日程第４、請願、陳情委員会付託を行います。

２月１３日に開催しました議会運営委員会までに受理した請願、陳情はお手元に配付の請願・

陳情文書表のとおりであります。

お諮りいたします。会議規則第９２条及び第９５条の規定により、お手元に配付の請願・陳情

文書表のとおり審査を付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、配付の請願・陳情文書表のとおり付託

されました。

・ ・

日程第５ 上程議案委員会付託
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○議長（景山 浩君） 日程第５、上程議案委員会付託を行います。

お諮りいたします。上程議案につきましては、会議規則第３９条第１項の規定により、お手元

に配付しております議案付託表のとおり、予算決算常任委員会へ付託したいと思います。これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、以上の議案につきましては、予算決算

常任委員会に付託いたします。

・ ・

○議長（景山 浩君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをもって散会とい

たします。

明日９日からは各常任委員会を持っていただき、付議案件についての御審議をお願いいたしま

す。お疲れさまでした。

午前１０時１２分散会
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